
 

  

 

③腰越出張所・腰越老人福祉センター重点事業に 
 

●災害に強い腰越消防出張所 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

●多世代で集えるような老人福祉センター 

 

ひなた新聞９号 

2013年 29歳で鎌倉市議会議員初当選。 

観光厚生常任委員会所属。腰越在住。 

 

鎌倉市議会議員 

ひなた慎吾 活動レポート
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① 鎌倉市海水浴場の健全化に向けて 

昨年の鎌倉市海水浴場は風紀の乱れが目立ちました。これ

は藤沢市の「片瀬西浜海水浴場」の海の家が音楽放送を全

面的に禁止した余波と思われ、今年は鎌倉市もより健全化

への対応が必要となりました。 
 

② 消費税の増税に伴い、運賃の改定 
江ノ電・江ノ電バス・湘南モノレールの運賃が 4月 1日か

ら改定されました。 
 

③ 腰越出張所・腰越老人福祉センター重点事業に 
平成 26年度の重点事業に、防災・安全の分野で腰越出張

所の建て替えに向けた設計業務、解体工事等の事業と 

健康福祉の分野で新たに腰越地域に老人福祉センターの

建設に着手する事業が位置づけられました。 

 

 第一種低層住居専用地域の

土地のため、延床面積が 600

㎡以下や建築物の高さ等の制

限がありますが、その分、良好

な住環境が確保されます。 

お年寄りだけでなく、多世代の

人々が触れ合える、地域のコミ

ュニティとしての役割も果た

せるような施設にしたいです。 

 現在の場所は津波浸水区域

であり、高台への移転を望みま

したが、耐震基準を満たしてい

ないこともあり、早急な対応が

必要でした。同じ場所に建て替

えとなりましたが、津波来襲時

にもしっかりと指示機能の確

保される災害に強い建物にな

ります。 

住所：鎌倉市腰越 3-23-7 連絡先：0467-32-5889 

ホームページ：http://www.hinata-kamakura.com/ 

ブログ：http://ameblo.jp/hinata-shingo/ フェイスブック：日向慎吾 

メール：hinata.shingo@gmail.com   ツイッター：@HinataShingo 

 

築 50 年以上経過し、老朽化が進

んでいます。平成 28 年度中に建

て替え完了予定。 

 

県道 304 号沿いにあるセブンイ

レブン鎌倉津西店の西側。平成 28

年度に開設予定。 
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① 鎌倉市海水浴場の健全化に向けて 
 

鎌倉市海水浴場 

海の家の新たな営業ルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水浴客のマナーアップを推進する条例の制定 

 

 

 

 

 
 

海の家の「クラブ化」などに伴う治安悪化問題の解決に向けて進んだ形

となりますが、逗子市では飲酒やバーベキューを禁止（海の家では可能）、

入れ墨・タトゥーの原則露出禁止、音楽の原則全面禁止、海の家の営業時

間を 18時 30分まで等、全国で最も厳しいとも言われた条例及び施行規則

の改正が行われました。 

厳しくすれば良い訳ではないですが、近年の海水浴場の状況を考えて、 

②消費税の増税に伴い、運賃の改定 
4 月 1 日から消費税率が 5％から 8％に引き上げられることに

伴い、運賃が改定されました。 
 

●江ノ電 
 

区間例 現行 改定 

腰越～鵠沼 190円 190円 

腰越～藤沢 210円 220円 

腰越～鎌倉 

鎌倉高校前～藤沢 

250円 260円 

鎌倉～藤沢 290円 300円 
 

●江ノ電バス 
IC運賃（1円単位）と現金・回数券等運賃（10円単位）の 2

種類となり、ICカードにおいては 1円単位運賃が導入されます。 

同一区間において 2 種類の運賃が設定されます。 
 

運賃制度等 現行 改定 

均一区間制 210円 現金 220 円 

IC カード 216 円 

対キロ区間制 

（初乗運賃） 

170円 現金 180 円 

IC カード 175 円 
 

●湘南モノレール 
 

区間例 現行 改定 

大船～湘南町屋 170円 170 円 

大船～湘南深沢 210円 220 円 

大船～西鎌倉 260円 270 円 

大船～片瀬山 280円 290 円 

大船～目白山下 300円 310 円 

大船～湘南江の島 300円 310 円 

 

 

①波音タイムの創設 

午後 8 時 30 分から 10 時までは、波音を聞き鎌倉の海を 

楽しむ時間とし、BGM 等を流す場合は波音が聞こえる 

音量とします。  

②「クラブ化」形態の営業の禁止  

③「鎌倉らしいイベント」の開催 

自治会代表者を含むイベント審査会において事前審査する。 

「鎌倉らしい」と認定されないと開催できない。  

④音量基準の設定 

営業音は国道 134 号線沿道において 80db 以下  

⑤刺青・タトゥーを露出した客の入店拒否  

⑥暴力団等の反社会的勢力の入店拒否  

⑦節度あるアルコールの提供 

⑧水上オートバイの保管営業、レンタル営業の禁止 

①マナーアップの啓発 

他の客に不安や嫌悪を覚えさせる行為などを防止し、 

海水浴客のマナーアップを推進する条例を制定します。  

②マナーアップ推進員（警備員）の巡回 

マナーアップを呼びかける推進員を巡回させます。  

 

 

 

 

 

「鎌倉らしい海水浴場とは何か」。対策が 

後手後手にならないように努めてまいります。 


